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平成２９年度 第１回歯科口腔保健審議会 議事概要

◎ 日時 平成２９年８月３１日（木）  １０時００分から１１時３０分   

◎ 場所 さいたま市保健所 第１研修室

◎ 出席者

（委 員）渡辺委員（会長）、桑原委員（職務代理）、巻委員、角田委員、武石委員

小林委員、安井委員、上原委員、船戸委員、佐藤委員、栁沢委員、田中委員、

西田委員

（職 員）木村保健部長、清水福祉部長、小林地域保健支援課長、加藤大宮区保健センタ

ー所長、今野健康増進課長他

（傍聴人）なし

◎ 欠席者

（委 員）水谷委員、大久保委員

◎ 会議資料

（事前配布）

・次第

・さいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例

・さいたま市歯科口腔保健審議会規則

・資料１ さいたま市の歯科口腔保健事業の実施状況

・資料２ さいたま市の歯科口腔保健事業の実施状況（関係団体）

・資料３ 数値目標の推移

・資料４ 事業所歯科検診アンケート調査結果について

・資料５ 障害者歯科相談医ガイドブックについて

・資料６ 作業部会の報告について

（当日配布）

・座席表

・歯科口腔保健審議会委員名簿

・平成２９年度第１回歯科口腔保健審議会関係課名簿
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１ 開 会 

・配布資料確認

・木村保健部長より挨拶

・委員自己紹介

・関係課紹介

・事務局より

 会議録については、会長一任により承認いただき公開することでよろしいか。

【委員】異議なし

・会長の選出

 委員互選により渡辺委員が会長就任

・会長挨拶

渡辺会長の指名により、桑原委員が職務代理に就任

２ 議 事 

（１）さいたま市歯科口腔保健推進計画の進行管理について 

・資料１ さいたま市の歯科口腔保健事業の実施状況

・資料２ さいたま市の歯科口腔保健事業の実施状況（関係団体）

・資料３ 数値目標の推移

○事務局から資料１、資料２、資料３に基づき説明

渡辺会長：ありがとうございました。ご質問、ご意見ございますでしょうか？

関係団体の方、補足はありますか？

桑原委員：資料１の２ページ目についてさいたま市の市立はわかるのですが、私立の幼

稚園の実態について、歯科医師会でも多くの先生が園医もやっているがなか

なか把握ができない。さいたま市でデータを出して、資料に反映したほうが

いいのではないかと思っています。また、学齢期のところが高校から成人ま

でのデータが空いてしまうので、高校生のところで最終的にどのような状況

になっているのか高校の段階でのデータがもっとあった方がいいのではない

かと思っています。

角田委員：事業所健診についてですが、医科については義務付けられているが、歯科に

ついて強制的なものはなく、歯科の事業所健診の実施の意識が低いので意識

を高めるような周知していただけるといいなと考えています。歯科医師会の

方でも実施はしているが継続できなく途中で中断してしまう傾向が強いので

その辺も考えなくてはいけないと思っています。

巻委員：高等学校における健康診断は年１回実施しているところもあるが年２回実施
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しているところもあると思います。健康教育課からなるべくそのようにとい

うお話もいただいておりますので、それについてはデータをもう少しいただ

ければと思います。また事業所歯科健診について県の歯科医師会で事業所に

対してこちらで予算を用意して手上げ方式で実施をしたところ結構な数の事

業所が参加したのですが、予算が切れたとたんに事業所としては実施できな

いというところがありましたので、ただやってくださいだけでは難しいかな

と思います。その点については何かしらの政策があるといいと思います。

    私たちも事業所歯科健診はやっていただきたいというのはありますので、ぜ

ひよろしくお願いします。

地域保健支援課：桑原委員からご指摘がありました幼稚園の歯科健診の状況ですが、実施状況の

中では反映はされていませんが、毎年幼稚園で実施している歯科健診の結果を

任意でいただいて集計、評価をし、幼稚園にフィードバックをしております。

資料１の２ページ目の⑩に記載されておりますが、毎年、保育園・幼稚園職員

を対象に歯科に関する講義と実習の実施をしており、講習会の中で幼稚園につ

いても健診結果の情報提供を依頼しております。

桑原委員：子供たち全体を見たら私立の方を我々もチャレンジしたことはあるのですが、

      なかなか私立幼稚園協会からデータをもらうことは難しい。全体を見るとき

には歯科医師会でも園医をやっているが、自分が行っているところの幼稚園

の実態はわかるのですが、他の所はどうかというのがわからないので、さい

たま市が把握して、データをいただければ保育園も幼稚園も全体の子供たち

がわかるかなと思っております。

地域保健支援課：機会がありましたらそういったデータを提供することも可能かと思われます。

 船戸委員：幼・小・中・高の歯科保健事業全体としてとらえた時にそれぞれが教室だっ

たり、職員に対する研修だったり、歯みがき指導だったり、いくつかの授業

をやってらっしゃるのですが、同じような授業がライフステージを貫いて行

われているのか把握しきれなかったです。たとえば市立保育園での虫歯予防

教室の実施というのが、年に１回どこの保育園ももれなく実施しているのか、

小学校はすべて行われていると思うのですが、中学校ではどうなっているの

か、さらには桑原委員もおっしゃっておりましたが、高校のところが弱いと

いうところで、私たち障害の施設で毎回課題になっているところなんですけ

れども、私ども事業団のやっているところは、旧市でもそれぞれスタッフの

先生方と違うやり方であったのが、だんだん標準化してきたというのがある

のですが、まだまだ民間の障害の福祉施設では行われていないところが多い

だろうと。幼稚園から高校まで、また事業所までということで、ライフステ

ージで見たときに、どの年代にどのようなことをポイントに事業展開してい

った方がいいのかを少し突っ込んで考えていかないといけないかなと。すべ
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ての年代に同じことを実施していくことは難しいと思うので、この年代には

このようなことを中心に実施していくと。ステージごとに回数ですとか、対

象者ですとか整理する必要があると感じました。

     質問としては、中学校は健康指導について、どのような頻度で行っているの

か教えていただければと思います。

健康教育課：中学校に関しましては、授業などの関係もあり、ローテーションで全校を回

ることは厳しい状況です。養護の先生を中心にお声掛けさせていただいて実

施している状況です。小学校の８０２０歯の健康教室、歯科巡回指導は３年

に１度回るという形で継続している事業になります。

     高校に関しましては、埼玉県教育委員会と埼玉県歯科医師会で高校の実態調

査を実施していく方向で話し合いが始まっているところであります。市はそ

れに準じた形の方向性を考えておりますので、まずは実態調査から始まり、

必要に応じて施策を考えていくことになると思います。

船戸委員：福祉のまちづくりの関係で福祉を学ぶということで１年に１回小学校あるい

は中学校に行っているのですが、小学校に関しては歯科に関して子供の時か

ら引き続き健診をやっていて、それなりに啓発もされているところですが、

中学で年に１０校の健康指導ということですと、たまたま当たった先生と生

徒は何らかの啓発の対象になるが、それ以外は対象にならないとすると、全

体として中学校あたりから、歯科について関心を持ち続けてもらうというこ

とになると、特別に啓発事業、あるいは教員向けの啓発事業をやっていく必

要があると感じました。

 安井委員：中学校に関して学習指導要領が改訂になりまして、口腔保健が入りましたの

で、学校でも歯科口腔保健についてやる方向にはなったと思います。

 渡辺会長：市内の中学校、高校もそうですけど講話をやったり、指導をしたり、健診と

は別に先生方何かやっておりますでしょうか。

角田委員：予算の関係もありまして縮小傾向にあるように感じておりますので、そのあ

たりをご考慮いただいてお願いできればと思います。

上原委員：１歳６か月児と３歳児の歯科健診のことでお伺いしたいのですが、個別健診

なので集団健診に比べると受診率は低いとは計画にも書かれていて、それで

も年々上昇傾向にあるのは、皆様の努力の成果だと思って拝見していたので

すが、一方で未受診の方々の特性というのは何か把握をされているのかを伺

いたいです。一般の健診の未受診の方は虐待のリスクが高かったりとか、何

かしら家族背景にフォローしなくてはならない方が多いのですけれども、歯

科健診の未受診の対象の方がどういった特性があるのか把握していれば教え

ていただきたいです。

地域保健支援課：１歳６か月児と３歳児の歯科健診の受診率についてはご指摘のとおり、集団
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健診に比べると低い状況で、受診者をなるべく増やしましょうということで、

１歳６か月児と３歳児の歯科健診ともに受診の期間の終わりが近づいたとこ

ろで勧奨ハガキを出すということをしておりまして、それによって大分あが

ってきたところもあるのですが、未受診者に対して、改めて未受診の理由を

伺うことは、まだ実施していないのが現状です。相談の中で、「どうして受け

ないの」ということを聞きますと、個人的に受診した方もいらっしゃる状況

です。さいたま市は歯に対する親御様の意識が非常に高いという風に感じて

いるのですが、一部重症なう歯、あるいはネグレクトという状況の方も中に

はいらっしゃる。そういったことが保育園や幼稚園の歯科健診の中で時々散

見されるという状況です。

渡辺会長：１２歳児の DMF指数ですが、さいたま市全体では１以下だと思うのですけれ
ども、区によってかなりばらつきがあるのではないでしょうか。国からフッ

素洗口について埼玉県歯科医師会の方に話が来まして、さいたま市はやらな

いということになったのですが、２７年より２８年の方が多少ですけど悪く

なっていますよね。この辺のところも考えて頂いて、できれば区ごとに出せ

ればいいと思うのですけれども。

健康教育課：区ごとの数については本日持ち合わせていませんのでこの場でお答えはでき

ませんが、フッ化物洗口については、先生たちにご尽力いただきまして、平

成２８年度に岩槻区内の小学校で１校始まりました。また、今年度から緑区

内の特別支援学校 1 校でも始まりました（実施方法は洗口ではなく、フッ化
物の液を歯ブラシに付け職員がみがきていく）。さらに、９月からはもう１校

岩槻区内の小学校でも始まります。現状といたしましては、学校歯科医と学

校の考え方が一致した小学校からフッ化物洗口が始まっており、しばらくそ

の形で進んでいくと思われます。健康教育課といたしましては、フッ化物に

対する正しい情報提供をして参ります。

渡辺会長：ありがとうございました。それでは資料４について事務局から説明お願いし

ます。

資料４ 事業所歯科検診アンケート調査結果について

○事務局から資料４に基づき説明

渡辺会長：ただ今事務局から歯科検診を行っている事業所数のベースラインの設定につ

いて提案がありましたが、いかがでしょうか？

 武石委員：アンケートを実施していただきありがとうございました。割合をベースライ

ンにするということですが、事務局の話ではベースラインの母数を回答数の
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１３３で取っていらっしゃるかと思うのですが、回答のなかった事業所とい

うのが、半分以上あるわけで、その事業所において、推定ですけれども歯科

健診は行われていないのではないかと思います。そうすると、１３３をベー

スとしていいのかどうかというあたりを委員の先生方にも議論していただく

必要があるのかなと思います。

  事務局：調査方法につきまして、〝母数がこれでいいのか″というご指摘ですが、回

収率が低かったので、武石委員ご指摘のとおり回答していないところは、歯

科健診を実施していない可能性が高いことも推察はされるところですが、ベ

ースラインの数として出す場合に、この手法しか事務局の方では、持ち合わ

せなかったものですので、委員の皆様にこういった手法があるのではないか

とご教授いただけるところがありましたらお願いしたいと思います。

 渡辺会長：なかなかデータをとるのは難しいと思うのですけれども、健康づくり推進協

議会の時に、労働基準局ですかね、歯科も今後行っていく方向で、がんばっ

ていきますと答えていたと思うですけど、いかがだったでしょうか。

  事務局：健康づくり推進協議会という会議でさいたま市ヘルスプラン２１の健康増進

計画の推進母体として協議していただいている委員の中で労働関係の委員様

がご出席いただいておりますが、歯科の話も出まして、その際には歯科の啓

発等も含めて進めていきたいというご意見はいただいております。

 安井委員：ベースラインが今の設定のままだと、回収率が変わるたびにパーセンテージ

が変わってしまう。５０人以上の商工会議所加入事業所を母体とするのであ

れば、そこを分母にしないと回収率が変わるたびに数値が変わっていって逆

に読みにくくなるのではないかと思いますので、検討していただければと思

います。

  事務局：再度、計算をしてみまして、次の機会にこういった状況になりますというこ

とでご相談させていただこうと思います。

（２）障害者（児）、要介護高齢者に対する歯科口腔保健について

資料５ 障害者歯科相談医ガイドブックについて

○事務局から資料５に基づき説明

渡辺会長：ありがとうございました。ご質問ご意見はございますでしょうか。

 桑原委員：さいたま市の障害者、障害児の皆さんの現実的な治療であるとか、メンテナ

ンスを埼玉県の口腔保健センターに７割、８割の方が行かれていて、ここに

相談医の皆様の開業医の名簿があるのですが、現実的に障害を持った親御様

は、どうしても長期といいますか、一生にわたって関わる場合にここにある

のはあくまでも相談医であって、現実的に行うところというのは、やはり１
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つの固定したところがどうしても必要となる。開業医の相談医が障害者の皆

様の一生の手当をしていくのはどうしても無理であって、まとめる場所がな

ければ、うまくいかないんじゃないかなと思うので、これは別に無用という

わけではありませんが、現実的なものを見せる場合はそういう形じゃないか

なと思っております。

船戸委員：事業団でやっている事業、また歯科医師会さんでまとめていただいた実施状

況をご覧いただきながらでいいのですが、特に障害者等ということで新しい

委員の方もいらっしゃるのでご説明いたします。事業団の施設では、歯科検

診、ブラッシング指導を歯科医師会あるいは埼玉県歯科衛生士会の方々にご

協力いただいて、合併と同時くらいからこの事業を実施していますので１５，

１６年目に入ったところです。実態としては、当時も、埼玉県の歯科相談医

という制度はあったのですが、私ども現場にいても、職員もあまり理解して

いない、私の対応もまずかったと反省していますが、そういった経緯もあり

まして、どこにかかったらいいかということで今回のガイドブックを作成し

たことは大きな成果だと思っておりますが、桑原委員からもありましたが、

当時から少し変化はありますが、特に年配の障害のある方達は大きな治療に

なると県リハかひまわりの卒園者だとひまわりで診てもらうということでし

た。それに加えて、口腔保健センターができましたので、そこに行って対応

すると。そこはなかなか利用される方にはハードルが高くて、数か月待ちで、

健診もそこでやってほしいという方も出てきますから。私どもも、何年かに

わたって歯科健診から口腔ケア、口腔保健というテーマに少し大きくなって

きておりますけど、口腔保健事業を進めていくうえで、繰り返しお願いして

いること、実施していることの影響で、来ていただいている先生のところへ

利用者の方は直接行くというケースが大分増えてきました。かかりつけ医を

持てるようになったことは大きいと思いますが、今回のガイドブックに載っ

ていない先生でも、実際に診ていただいておりますし、どこどこの先生でう

まくいかなかったから他の先生を紹介しますということが現場でも行われて

いて、先生たちにもそういったご助言をしていただいているという状況で、

大分、地域にいる歯科医の先生のところに行ける人たちが増えてきたという

ことは実態としてあります。しかしながら、あいかわらず大きな対応が必要

な場合に、個人の歯科医の先生では難しいということになりますので、県リ

ハで全身麻酔で行うか、あるいは予約をとって数か月待って、口腔保健セン

ターに行くかというレベルがほとんどです。これはやはり１次、２次、３次

という言い方が正しいのか、医療のレベルを地域、さいたま市に集約できる

レベルに持っていくのが必要だと思いますし、たまたま市内の針ヶ谷に県の

口腔保健センターがあるので、皆様もそこに行くわけでありますけれども、
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県レベルではなくて市レベルの口腔保健センターのような、個人の開業医で

は負えないレベル、また負える先生との連携を図ることでも集約できる機関

は必要かなと思っております。市もそれを進めているところですので早急に

お願いしたいところではありますけれども、お金のこと、場所のこと、人材

をどうするかということがありますので、必要だということはご理解いただ

ければと思います。市も努力されているということは聞いておりますのでぜ

ひ進めていただきたいと思います。

 巻委員：障害者の方のガイドブックを作成いただきありがとうございます。今後活用

されていくと思うのですが、実際に診療する側として、ガイドブックを見て

患者さんが集中した場合に、対応がかなり厳しい。私の所も障害者を担当し

ておりましたし、専門医をとろうとしてやっているのですけれども、障害者

の患者さんの診療自体が診療所で１人１時間くらいかかる。個室を用意する

必要がある場合もありますし、診療内容についても普通の診療と違って配慮

することがすごく多い。そういった患者さんが集中するとその診療所は経営

的に成り立たなくなってしまう。ですから、どうしても自分たちの診療所で

回らない部門というのは、行政の方でセンターを作っていただいてそちらで

も対応をぜひお願いしたい。皆さんやりたいと思って手を挙げている方々達

ですから、ダメだよとは言いませんけれども、かなり負担をおかけすること

は間違いないので、その点をご理解の上で、社会的に対応してくれる施設を

作っていただきたいなと思います。

船戸委員：歯科相談医の制度は早くからあるのですが、養成はどうなっているのでしょ

うか。先生方のご負担が大きいのは重々わかりますが、一方で地域医療とし

てのかかりつけ医があると安心できるので、もちろんここにない先生方にも

たくさんお願いしているのですけれども、載ったから今度そこに集中してい

くこともありますけれども、それを支えていく相談医の養成あるいは育成は

どういう風になっているのしょうか。

 巻委員：市民からの窓口を作成しておりますので、それに対応するために、訪問して

診療できるドクターについては、各歯科医師会ごとに調査して、人的資源と

して名簿は各歯科医師会がおさえていると思います。その方がここに一致し

ているかというとそれは一致していない部分もかなりあると思います。です

から載せたくはないけど頼まれたらやりますよという方はいると思いますが、

ただそれについても、それぞれの歯科医師会、それぞれの先生のご都合があ

りますので、必ずその名簿にある方が、この日に対応できるというわけでは

ない、我々としては順番にリストを使って対応すると。

船戸委員：でしたら中間の相談窓口ですとか、口腔保健センターがそれにあたるかどう

かということがあるのですが、これ以外の先生方もご紹介できるという機関
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が必要ではないかと思うのですけれども。現状はそれはどこかやっていらっ

しゃいますか。

角田委員：今は講習会はやっておりますけれども、そこで先生方を紹介するようなシス

テムはないのが現状です。これから作っていかなくてはいけない。もう一つ

言えば口腔保健センターも日に日に全身麻酔の患者さんが、直近で聞いたら

９か月必要ということですから、ついこないだ６か月だったのがまた長くな

ってしまった現状があるので、それも時間が経てばたつほどそれは増えてく

るのではないかなと思います。

船戸委員：高度な治療の分野とそれから相談ですとか、地域の資源を連携させるという

いくつかの役割があると思うので、どこか整合するのかあるいは総合的にい

っぺんになるのか、いずれにしても急がれるのかなと思いました。

桑原委員：県の口腔保健センターで全身麻酔をやり、その回復が悪くて、設備がないの

で、現実は市立病院に運ぶ、それを連携とするならば、今、障害者も高齢者

も会員である先生方が、自分たちの意思で「やります」と言って、浦和でも

障害者施設に治療に行ったりするときに、私たちまとめる人間は、「もし何か

あったときにどうするんだ」という思いが常に頭にあるんですね。ですから

市立病院に口腔外科ができるので、口腔外科に絶対にここに運んでいいんで

すねという確約ではありませんが、それは高齢者よりも障害者の保護者が非

常にそういうところに敏感になっていって、私たちも非常につらい思いをし

た現実があります。ですから責任がどうこうよりも、やはりしっかりとした

体制づくりを、ここでの審議会がそのためではありませんが、意見を持ち合

ってこういう形で、どんどん進めていかないといけないかなと思います。養

成も含めてみんなが横の連携を作っていってほしいなと思います。

 巻委員：全身麻酔の件ですが、ターゲットが中途障害のお年を召した方に関しては、

全身麻酔の必要性はそれほどないかもしれませんが、発達障害の方について

は全身麻酔がない障害者施設は考えられないと思います。全顎的な処置が必

要な場合は一般の歯科医院の対応ではほとんど不可能になりますので、そう

いった方を仮に施設に運んだとしても、そこに全身麻酔がないという状態で

診療しろというのは現実的に考えられないと思います。全身麻酔についても、

口腔保健センターで９か月待ちというのはそれだけ需要があるということで

すから、今後拠点などを作るというのであればその辺はぜひ考えていただい

て、本当に市民のためだという事で、ご対応をお願いしたいと思っています。

渡辺会長：前の審議会でも言いましたけれども、さいたま市で人口が１３０万人いて、

県の口腔保健センターに頼りっきりで、キャパが一杯でどうにもならないよ

うな状態で、我々は２，３年前からそういうものを作っていただきたいとお

願いしています。かなり進んできてはいるのですけれども、費用の問題、場
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所の問題等で暗礁に乗り上げているところです。これらの意見を聞いて行政

としてご意見はございますでしょうか。

 事務局：貴重なご意見ありがとうございます。口腔保健センターについては、皆様ご

承知のとおり、歯科医師会の先生たちと協議を重ねさせていただいおりまし

て、市長も気にされている状況です。我々も担当として皆様のご要望を受け

て調整していきたい。かなり難しい問題もたくさんあるということは承知し

ておりますので、皆様のお知恵を拝借しながら進めていきたいと考えており

ます。

（３）その他

資料６ 作業部会の報告について

○事務局から資料６に基づき説明

【質疑応答】なし

渡辺会長：他になにかありますでしょうか。

○事務局から次回は、１月下旬に開催予定の説明

 渡辺会長：それでは本日の議事、その他は全て終了となりますが、最後に委員の皆様か

ら何かございますか。特にないようでしたら、本日の審議会については閉会

とし、議長の席を降ろさせていただきます。ありがとうございました。

  事務局：ありがとうございました。なお、先程ご議論いただいた事業所アンケートの

集計方法でございますが、事務局の方で集計のやり直しをいたしまして、再

度ご報告させていただきますので、今回の集計の方法はペンディングとさせ

ていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。それでは本日は

大変長時間にわたりまして、貴重なご意見いただきましてありがとうござい

ました。本日はこれで終了とさせていただきます。


